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１．背 景

公共工事を請け負おうとする建設業者に義務付けられた経営に関する客観的事項経営事項審査は

に関する審査であり、社会経済情勢が変化する中でも評価の適正を欠かないよう、また企業行動を

歪めることのないよう、適時の見直しが必要である。このため、平成１９年９月の中央建設業審議

会総会における経営事項審査の改正案についての審議を踏まえ、建設業法施行規則中の所要の部分

につき改正をすることとする。

また、建設産業において生産性の向上、品質の確保を図るため、建設現場において中核的な役割

を担う基幹技能者を新たに施行規則に位置付けることとし、登録基幹技能者講習について定めるこ

ととする。

さらに、本年４月より地方整備局等の許可部局に地方整備局等の局長を長とする建設業法令遵守

本部を設置し、民間工事を含めた建設業法の遵守、請負契約の適正な取引等幅広い取締りを開始し

たところである。このため、建設業におけるコンプライアンスを徹底する観点から建設業法施行規

則中の所要の部分につき改正をすることとする。

２．具体的内容

（１）経営事項審査について

① 総合評定値の算出式を、Ｐ＝０．２５Ｘ ＋０．１５Ｘ ＋０．２Ｙ＋０．２５Ｚ＋０．１ ２

１５Ｗとする。Ｘ について建設業従事職員数に代えて利払前税引前償却前利益を評価する２

こととし、Ｚについては元請完成工事高を評価項目に加える。

② 経営事項審査の客観的事項を改正する。

※改正後の客観的事項

・経営規模

・技術職員その他の技術的能力

・その他の事項（労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況、法令遵守

の状況、建設業の経理に関する状況及び研究開発の状況）

③ 建設業の経理に関する状況について、新たに会計監査人又は会計参与の設置の有無並びに

建設業の経理実務の責任者で公認会計士等の資格を有する者が経理について確認し自署を付

したものの提出の有無を評価項目に加える。

④ 経営状況分析申請書の添付書類について、事務負担軽減の観点から会社法上の大会社かつ

有価証券報告書提出会社については、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等計

算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。



（２）登録基幹技能者講習について

・登録基幹技能者講習を行う者の国土交通大臣への登録について、要件及び申請書の記載事項

等について定める。

・登録基幹技能者講習の運営について、講習実施に係る義務等について定める。

・登録基幹技能者講習を行う者に対する監督について、国土交通省大臣による適合命令等につ

いて定める。

（３）法令遵守に係る体制の強化について

本部による取締りを実効あらしめるため、地方整備局等への権限委任の範囲について、主た

る営業所の所在地のみならず支店等を管轄する地方整備局等へも拡大する。

（４）許可申請に係る法定添付書類の追加について

建設業法第８条第１号に該当しないことの客観的な確認を行うため、それらの者が成年被後

見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書等を、許可申請に係る法定添付書類

に追加する。

３．今後のスケジュール

平成２０年４月１日より施行（予定）


